
あっせん・仲裁手続きの流れ  

 

紛争 

申立 

〈仲裁合意なし〉 

相手方への通知 

事務局・あっせん人による出頭確保の努力 

相手方不応諾 相手方応諾 

期日 第１回 取下げ・却下

和解成立 

和解契約書 

和解不成立 

仲裁手続 

〈仲裁合意あり〉 

第１回期日 

仲裁手続 

期日 第 1 回目 

期日 第２回目 

相手方へ通知 

あっせん手続 

あっせん人の選任 
仲裁人の選任 

期日 第３回目 

期日 第２回 

期日 第 3 回 

和解勧試 

和 解 成 立 
法 38 条決定

仲裁人選任 

仲裁判断 

仲裁判断 

受理 

仲裁合意 

当事者同意 
あっせん人の 
仲裁人移行 

(手続終了) 

※期日の回数は一般的な例になります。

和 解 成 立 
法 38 条決定

和解勧試 

第２回期日 




